
阿賀野市告示第１６４号 

阿賀野市「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱の一部を改正する

要綱を次のように定める。 

令和５年１０月６日 

                        阿賀野市長 田 中 清 善 

 

阿賀野市「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金要綱の一部を改正する

要綱 

 阿賀野市「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱（令和４年阿賀野

市告示第４４号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第１号中「領収書の原本又は写し」を「支払いの事実がわかるもの」に

改め、同項第２号を次のように改める。 

(２) システムの登録会員であることを証明するもの 

第４条第２項を削る。 

第５条中「第１項」を削る。 

第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。 

（補助金の交付等に係る情報提供） 

第６条 市長は、第４条の申請があったときは、補助金の交付決定に関して、にいが

た出会いサポートセンターに照会し情報提供を受けることができる。 

第１号様式を次のように改める。 
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第２号様式中「印」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年１０月１１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の阿賀野市「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱の規定

は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係

る補助金については、なお従前の例による。 


